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「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組」について、令和２年度

の取組実績に対する評価が確定しましたので発表します。 

 新潟労働局及び各ハローワークでは、当該年度の取組実績に対する評価を踏まえ、引き続き

今年度当初設定した主要目標等の達成に向けて取り組んでいくほか、中長期的な業務の質の向

上や継続的な業務改善を図るとともに、成果や評価結果、業務改善の状況等について利用者に

わかりやすく公表することにより、ハローワークに対する信頼の向上に努めることとしていま

す。 

※ 令和２年度評価結果については、新型コロナウイルス感染症の影響下での結果であるこ 

とに留意が必要です。 




































































